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女性活躍推進法に基づく桐生市特定事業主行動計画 

（平成２８年度～平成３２年度計画） 

 

                               平成２８年３月３１日 

                               桐生市長 

                               桐生市議会議長 

                               桐生市選挙管理委員会 

                               桐生市代表監査委員 

                               桐生市農業委員会 

                               桐生市公平委員会 

                               桐生市教育委員会 

                               桐生市消防長 

                                      

 女性活躍推進法に基づく桐生市特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条

に基づき、特定事業主（桐生市長、桐生市議会議長、桐生市選挙管理委員会、桐生市代表監査委

員、桐生市農業委員会、桐生市公平委員会、桐生市教育委員会、桐生市消防長）が、計画の期間、

達成しようとする目標、取組の内容及び実施時期を定めることにより、女性職員が今まで以上に、

能力を発揮し、活躍できるように環境を整備するための行動計画である。 

 

１．計画期間  

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、平成３７年度までの１０年間の時限立法

です。 

本計画は、その前半の５年間（平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで）の取組み

について定めています。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

 本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、特定事業主行動計画策定委員

会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・

評価等について協議を行うこととしている。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

 

 ◇女性職員の活躍に関する状況把握及び課題分析 

 法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行

動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条に基づき、女性職員の職

業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。 
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【１】採用した職員に占める女性職員の割合 

対象年度：平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）    

 採用者数 男性 女性 女性の割合 

市長部局 ４７人 ２２人 ２５人 ５３．２％ 

教育委員会 ３人 ０人 ３人 １００．０％ 

消防本部 ９人 ９人 ０人 ０％ 

計 ５９人 ３１人 ２８人 ４７．５％ 

 

 

【２】平均した継続勤務年数の男女の差異 

基準日：平成２６年４月１日現在 

職員数 男性 女性 
男性平均  

勤続年数 

女性平均  

勤続年数 

勤続年 

数の差 

１，０６８人 ７６３人 ３０５人 １９．９年 １８．７年 １．２年 

＊商業高校教諭を除く 

 

 

【３】職員一人あたりの各月ごとの時間外勤務の状況 

対象年度：平成２６年度（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） （単位：時間） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 年間での 

平均 平均 １３．１ １０．２ ９．０ ７．７ ７．３ ８．１ 

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
９．１時間/月 

平均 １０．０ １０．１ ６．９ ８．１ ８．７ １０．４ 

 

 

【４】管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

基準日：平成２7年４月１日現在 

 人数 うち女性職員数 女性職員の割合 

部長・次長・課長 ８０人 ５人 ６．３％ 

＊消防職員、商業高校教諭を除く。 

＊消防職員：管理的地位にある職員１６人、うち女性職員０人、女性職員の割合０％。 
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【５】各役職段階に占める女性職員の割合 

基準日：平成２７年４月１日現在 

 人数 うち女性職員数 女性職員の割合 

部  長 １７人 １人 ５．９％ 

次  長 １１人 １人 ９．１％ 

課  長 ５２人 ３人 ５．８% 

課長補佐 ８６人 １８人 ２０．９% 

係  長 ６７人 ２５人 ３７．３% 

小  計 ２３３人 ４８人 ２０．６% 

主査以下 ６１７人 ２６１人 ４２．３％ 

合  計 ８５０人 ３０９人 ３６．３％ 

＊消防職員・商業高校教諭を除く 

＊消防職員：職員数２２５人、うち女性職員数３人、女性職員の割合１．３％ 

 

 

【６】男女別の育児休業取得率・平均取得期間 

平成２６年度の状況（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） 

 取得人数 取得率 平均取得期間 

男性 ０人 ０．０％ ０日 

女性 １５人 １００．０％ ４９９．４日 

計 １５人 ３２．６％  

＊平均取得期間は、育児休業申請期間の平均のため、２６年度以外の年度も含む 

参考：男性職員の育児休業取得可能人数 ３１人 

 

 

【７】男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率・平均取得日数 

平成２６年中の状況（平成２６年１月１日から平成２６年１２月３１日まで） 

取得人数 取得率 平均取得日数 

２３人 ７４．２％ ３．６日 

 

 

◇女性職員の活躍の推進に向けた目標 

 当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情に

ついて分析を行った結果、最も大きな課題を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

管理的地位への女性職員の登用 

平成３２年度までに、係長以上の女性職員の割合を３０％以上とする。 

（消防職員、商業高校教員を除く。）（平成２７年度実績 ２０．６％） 
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４．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期  

 

３．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情

について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものを掲げている。 

なお、下記の【１】～【３】の項目については、既に実施しているものであるが、本計画の策

定を機に平成２８年度より取組を拡げていく。 

 

【１】意識改革 

    女性職員自らが、昇進や仕事に対して意欲的に取り組める職場風土を醸成する。 

 

【２】キャリアアップ 

    男女間で差のない幅広い職務経験を積ませるとともに、自治大学校、市町村アカデミー、 

群馬県や他団体での実務研修等へ女性職員を積極的に派遣する。 

 

【３】職場環境づくり 

    時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けて、定時に帰りやすく、休暇を取り 

やすい環境を作る。 

 

【４】男性職員の育児・介護への参加の促進 

 平成２８年度中に各種両立支援制度に関する情報をハンドブックにまとめ、男性職員の 

   育児・介護への参加を促進する。 

 

【５】女性職員が意見交換を行える場づくり 

   平成２８年より女性職員の視点から、女性が活躍するための課題や問題について意見交

換できる場づくりを行う。 


